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社会資本整備総合交付金事業（河川事業）
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1.事業の概要
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社会資本整備総合交付金事業（復興枠）
・事業期間：H23～R3
・全体事業費：9,278百万円
・事業区間：河口～中之橋下流
・事業延長：L=2.5km
堤防嵩上げL=4.3km（左右岸）
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1.事業の概要

4

平成23年3月11日東日本太平洋沖地震に伴い発生した津波の状況

○東北地方太平洋沖地震による津波では、九十九里沿岸において甚大な被害が

発生した。

○九十九里地域は、低平地（九十九里平野）に宅地、事業所、農地等、人命・資産

が集積しており、地域住民から津波対策への強い要望がある。

○L1津波※に対応した堤防かさ上げを行い再度災害防止を図るものである。

【事業の必要性】

床下 床上 合計

旭市 375 276 64 340

匝瑳市 114 24 9 33

横芝光町 209 20 5 25

山武市 941 250 0 250

九十九里町 258 99 32 131

大網白里市 46 0 0 0

白子町 138 0 0 0

長生村 72 0 0 0

一宮町 82 28 30 58

合計 2,235 697 140 837

浸水家屋数（戸）浸水面積
(ha)

市町村

表-1 東北地方太平洋沖地震による被害状況 ※ L1津波の考え方

L1津波：数十年から百数十年に一度程度の頻度で到達すると想定される津波

L1津波

L2津波



1.事業の概要
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東北地方太平洋沖地震による津波は河川を遡上し、一宮町では最大
１～１．５ｍ、長生村では最大０．５ｍの浸水がみられた。一宮町では
建物半壊17棟、床上浸水30棟、床下浸水28棟の被害が発生した。

一宮川周辺における
津波の浸水実績

【浸水実績】

撮影位置

遡上状況写真

凡例

・・・浸水範囲



1.事業の概要
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【代表横断図】

【一宮川（津波対策）】
・延長：左岸L=2.52km、右岸L=1.85km
・事業内容：堤防嵩上げ、護岸等

【事業概要】

【堤防嵩上げ写真】
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1.事業の概要

【航空写真】護岸工 空撮

○一宮川ではL1津波に対応した堤防の嵩上げを実施。

嵩上げ前

堤防嵩上げ後
（約1.7ｍ嵩上げ）

新一宮橋上流右岸（河口から約1.3km地点）
【整備状況の写真】
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2-①費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

前計画（H27再評価時） 現在（R4事後評価時）

事業緒元 河川名 （二）一宮川
延長 ：L=2.5km

同左

事業内容 堤防嵩上げL=4.3km
陸閘 N=2箇所（3橋）

同左

事業費 約７３億円 約９３億円

事業期間 平成２３年～平成30年 平成２３年～令和3年

【前計画及び現在の状況】

事業費を約２０億円増額、事業期間を平成３０年度から令和３年度まで延期。

新一宮大橋 右岸 陸閘

堤防嵩上げ

表 H27再評価時との比較

（河整
・陸閘写真の橋名を航空写真
に記入。

平時は解放し、
津波時に閉鎖
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【事業費増額・事業期間変更の要因】

陸閘の自動化・遠隔化等の増額により、総事業費を２０億円増の約９３億円とした計画
に変更した。
埋設管や生活道路への配慮等の調整により、事業期間を平成３０年度から令和３年度
に変更した。

（河整
・事業期間を変更した理由を
追記お願いします。

地盤改良

陸閘の自動化・遠隔化 埋設管や生活道路への影響

2-①費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化



２-②事業効果の発現状況(便益算定手順)
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費用及び便益算定の前提
基準年次 ： 令和４年
検討年数 ： 完成後５０年間
社会的割引率 ： ４％

便益の算定
被害防止便益
残存価値

費用の算定
事業費
維持管理費（事業費の0.5%）

費用便益分析（Ｂ/Ｃ）

社
会
的
割
引
率

便益の現在価値（Ｂ） 費用の現在価値（Ｃ）

現在価値化の算定

海岸事業の費用便益分析指針※

（改訂版）平成16年6月
令和2年4月一部更新

農林水産省 農村振興局 水産庁
国土交通省 河川局 港湾局

※前回評価時（H27）と同じ指針を使用（R2に一部更新）
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２-②事業効果の発現状況(便益の算出方法)

1/100

浸水イメージ
対象津波の
浸水想定区域
を求める

被害額の算出

発生確率から年平
均被害額の算出

川

河口

年平均被害軽減期待額

総便益（B）

津波浸水区域の設定

想定被害額の算出

被害防止便益の算出

残存価値の算出

総便益（B）の算出

H27事業再評価時に倣い、津波発生確率年とし
ては、水産庁漁港部局資料(※)に示された「L１
津波の年次発生確率＝再現期間の逆数＝1/100」
を用いる。
また、 H27事業再評価時に倣い、他の確率年

における浸水解析は行われていないことから、
年平均被害軽減期待額は総被害額(788億円)の
1/100として、7億8781万円とした。

※ 『平成 23 年東日本大震災を踏まえた漁港施
設の地震・津波対策の基本的な考え方 水産庁
漁港部局資料』



事業完成時の浸水想定区域
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２-②事業の効果の発現状況（想定浸水区域）

事業着手時の浸水想定区域（L1津波）

浸水被害の
解消

経済損失の
解消

事業の効果

L1津波による河川からの浸水被害「ゼロ」

事業着手時 事業完成時

浸水面積 324ha 0ha

浸水家屋 579戸 0戸

（河整
・完成時に海岸沿いに浸水が
残っています。河川からの浸
水ではないと思われますので
消すことは可能でしょうか。
2/3

※シミュレーションも東北地方太平洋沖地震による津波だ
が、シミュレーションは満潮、実際は干潮であることから、
シミュレーションの方が浸水範囲が大きくなる。



２-②事業効果の発現状況(総便益の算定)
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・社会割引率４％

現在価値化
・被害防止便益：1８３億円
・残存価値 ： ５億円

基準とする年度（R4）に
おける価値（現在価値）
に換算

〇被害防止便益： ３９３億円

〇残存価値 ： ７７億円

※１：構造物と構造物以外で、維持管理により価値が減少しないものの合計

（年平均被害軽減期待額(7.88億円)×50年間）

※１

（建設費と用地費の合計）

総便益

１８８億円



２-②事業効果の発現状況(総費用の算定)
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〇事業費（実績）：８６億円 （年度毎の事業費の合計）

〇維持管理費 ：２１億円 （事業費(実績)の0.5%×５０年間 ）

・デフレータによる補正
・社会割引率４％

現在価値化
・事業費： 107億円
・維持管理費：10億円

基準とする年度（R4）に
おける価値（現在価値）
に換算

※2：海岸事業費の費用対効果分析事例集より

※2

総費用

１17億円



２-②事業効果の発現状況(費用便益比)
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注１） 便益・費用については、基準年における現在価値化後の値である。

注２） 費用および便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と異なる。

便益（B）
被害防止便益 残存価値 総便益

費用便益比
（B/C）

1.6

183億円 5億円 188億円

費用（C）
事業費 維持管理費 総費用

107億円 10億円 117億円

事後評価（H23～R３）
表 費用便益比
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２-②事業効果の発現状況(前回評価との比較)

前回再評価
（平成27年）

今回評価
（令和4年）

備考

治水経済調査
マニュアル（案）

平成17年4月 令和2年4月

基準年次 平成27年度 令和4年度

施設完成年次 平成30年度 令和3年度

分析対象期間 施設完成から50年間 施設完成から50年間

総便益（B） 110.0億円 187.6億円
海岸事業の費用便益分析
指針の更新、基準年次の
更新により増加。

総費用（C） 76.2億円 117.2億円
事業費の見直し、基準年次
の更新により増加。

B/C 1.4 1.6

表 前回評価との比較
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２-③事業実施による環境の変化

○自然環境への影響
・本事業は、既存堤防の嵩上げであり、大規模な土地の変化を伴わない
計画にしていることから、自然環境への影響は最小限になるように配慮
している。

○生活・居住環境等への影響
・ L1津波に対応した堤防の嵩上げ等を整備したことにより、地域住民の
安全が確保され、安定した生活基盤の確保と地域の活性化が図られ
ている。



２-④社会経済情勢等の変化

○社会経済情勢の変化
・平成２８年１２月８日に一宮町の釣ヶ崎海岸が、2020年東京オリンピックの
サーフィン競技会場に決定し、一宮町に訪れる観光客は増加傾向にある。
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一宮・東浪見・釣ケ崎海岸入込客数推移

位 置 図

一宮・東浪見・釣ケ崎海岸 入込客数 推移

出典：千葉県観光入込調査報告書（千葉県商工労働部観光企画課）

いちのみや と ら み つ り が さ き

一宮川

釣ケ崎海岸

東浪見海岸

一宮海岸

オリンピックサーフィン会場
2020オリンピック



２-⑤今後の事後評価の必要性

2-⑥改善措置の必要性

2-⑦同種事業の計画・調査のあり方や事業評価

手法の見直しの必要性
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○今後、新規に同種事業を立ち上げる際には、事業費や事業期間が増え
ないよう、より当該地域の状況を踏まえた計画を立案するなど、計画・調
査に努めるものとするが、事業評価手法そのものの見直しは必要ないも
のと考えられる。

○シミュレーション結果において、事業目的に見合った事業効果の発現が
期待できることから、改善措置の必要性はないと考えられる。

○費用便益比（B/C）は事業実施後においても、1.6と事業効果が得られてお
り、事業の有効性が十分認められることから、今後の事業評価の必要性
はないと考えられる。



３．まとめ

【対応方針（案）】
○対応なし

【理由】
○投資効果が期待されることから、今後の事業評価及び改善
措置の必要性がないと判断される。
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